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条
　
　
　
例
（
第
三
十
号
）

○
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
議
会
事
務
局
調
査
課
）
…
…
…
…
…
一

　
♢
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
議
会
事
務
局
調
査
課
）

１　

飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
件
数
が
下
げ
止
ま
り
を
見
せ
る
な
ど
、
い
ま
だ
飲
酒
運
転
の
撲
滅
に
は
程

遠
い
本
県
の
現
状
に
鑑
み
、
さ
ら
な
る
撲
滅
運
動
の
強
化
と
県
民
の
意
識
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、

違
法
な
飲
酒
運
転
で
あ
り
な
が
ら
、
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が
基
準
値
未
満
で
あ
っ
た
た
め
、
検
挙
に
至

ら
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
も
指
導
の
対
象
と
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

（
一
部
の
規
定
は
公
布
の
日
又
は
令
和
二
年
八
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
条
例
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
許
さ
な
い
」
の
下
に
「
、
そ
し
て
見
逃
さ
な
い
」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
、
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
及

び
同
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
自
転
車
」
を
「
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
」
に
改
め
、
同
条
第
四

号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

四
の
二  

違
反
者　

道
路
交
通
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
飲
酒
運
転
を
行
い
、
同

法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
又
は
同
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
状
態
に
あ
っ

た
と
し
て
検
挙
さ
れ
た
者

　

四
の
三  

準
違
反
者　

道
路
交
通
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
飲
酒
運
転
（
車
両
の

う
ち
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
っ
た
者
の
う
ち
違
反
者
以
外

の
者

　

四
の
四  

指
定
医
療
機
関　

知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関

　

第
三
条
中
「
と
い
う
」
を
「
、
そ
し
て
見
逃
さ
な
い
と
の
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
市
町
村
計
画
等
）

第
五
条
の
二　

知
事
は
、
前
二
条
に
規
定
す
る
県
と
市
町
村
の
役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
市
町
村
に
対
し

　

、
飲
酒
運
転
の
撲
滅
に
関
す
る
計
画
の
策
定
、
条
例
の
制
定
等
に
よ
る
自
主
的
か
つ
継
続
的
な
取
組

　

を
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
中
「
飲
酒
運
転
は
」
を
「
飲
酒
運
転
の
撲
滅
が
県
民
共
通
の
願
い
で
あ
り
、
飲
酒
運

転
を
」
に
、
「
こ
と
が
県
民
共
通
の
願
い
で
あ
り
、
」
を
「
、
そ
し
て
見
逃
さ
な
い
こ
と
が
県
民
の
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
」
を
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
通
報
者
が
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
等
に
飲
酒
運
転
の
疑
い
が
あ
る
車
両
の
情
報
を
記

録
し
て
い
る
と
き
は
、
警
察
官
は
、
そ
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し
て
飲
酒
運
転
を
行
い
、
道
路
交
通
法
第

百
十
七
条
の
二
第
一
号
又
は
同
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
た
者
（
以
下
「
違
反
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
違
反
者
」
に
、
「
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関

（
以
下
「
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
」
を
「
指
定
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二

項
の
通
知
を
受
け
た
違
反
者
が
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
再
び
違
反
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
」

を
「
違
反
者
が
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
再
び
飲
酒
運
転
を
行
い
違
反
者
若
し
く
は
準
違
反
者
と
な
り

目

次

条
　
　
　
例
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、
又
は
準
違
反
者
が
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
再
び
飲
酒
運
転
を
行
い
違
反
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
知

事
は
、
当
該
違
反
者
及
び
準
違
反
者
（
以
下
「
再
違
反
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
及
び
第
二
号
中
「
違
反
者
」
を
「
再
違
反
者
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
四
項

」
に
、
「
違
反
者
は
、
そ
の
旨
を
」
を
「
再
違
反
者
は
、
」
に
改
め
、
「
と
こ
ろ
に
よ
り
」
の
下
に
「

、
そ
の
旨
を
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
先
立
ち
、
福
岡
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
八
年
福
岡
県
条
例
第
一
号

）
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
弁
明
の
機
会
を
付
与
す
る
際
に
は
、
受
診
命
令
に
従
わ

な
い
場
合
、
本
条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
過
料
に
処
さ
れ
る
旨
及
び
当
該
過
料
は
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
強
制
徴
収
さ
れ
る
旨
を
教
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
八
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
行
っ
た
者
の
う
ち
、
特
に
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
疑
い
が
強
い
と
認

め
ら
れ
る
者
が
再
度
の
勧
告
に
も
従
わ
な
い
と
き
は
、
知
事
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
準
じ
て
指

定
医
療
機
関
の
診
察
を
受
け
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
準
違
反
者
の
義
務
）

第
八
条
の
三　

準
違
反
者
は
、
警
察
官
に
対
し
、
そ
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
本
人
を
特
定
す
る
た
め
必

要
な
事
項
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
準
違
反
者
に
対
し
、
知
事
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
る
飲
酒
行
動
に
関
す
る
指
導

を
受
け
る
よ
う
求
め
る
旨
及
び
そ
の
方
法
を
通
知
す
る
も
の
と
し
、
通
知
を
受
け
た
準
違
反
者
は
、

当
該
指
導
を
受
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

準
違
反
者
が
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
再
び
準
違
反
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
第
八
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４　

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
を
受
け
た
準
違
反
者
が
、
そ
の
状
況
を

踏
ま
え
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
準
違
反
者

に
対
し
、
指
定
医
療
機
関
の
診
察
を
受
け
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
受
診
の
結
果
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
と
診
断
さ
れ

た
違
反
者
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
診
断
書
に
お
い
て
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び

同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
を
含
む
。
）
」
を
「
第
八
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第

八
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
受
診
し
、
受

診
の
結
果
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び
第
八
条
第
四
項
第
二
号
の
適
用
を
受
け
た
者

（
以
下
「
要
治
療
者
」
と
総
称
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
違
反
者
」
を
「
要
治

療
者
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
受
診
等
の
促
進
）

第
九
条
の
二　

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
第
八
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は

第
四
項
又
は
第
八
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
八
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
受
診
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
治
療
に
要
す
る
費
用
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
助
成

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
受
診
及
び
治
療
が
円
滑
か
つ
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
各
指
定
医
療
機
関
と
連

携
し
、
受
診
及
び
治
療
の
促
進
並
び
に
指
定
医
療
機
関
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
施
策
を
講
じ
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
九
条
の
三
を
削
る
。

　

第
十
条
中
「
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
違
反
者
の
う
ち
、
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
該
当
す
る
違
反
者
」
を
「
再
違
反
者
の
う
ち
、
要
治
療
者
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
の
二
を
削
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
条
」
を
「
前
条
」
に
、
「
違
反
者
情
報
」
を
「
違
反
者
及
び
準
違
反
者

（
以
下
「
違
反
者
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

知
事
及
び
公
安
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
し
た
情
報
を
厳
正
に
管
理
し
、
本
条
例　

　

の
施
行
上
必
要
な
範
囲
で
の
み
利
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
違
反
者
」
を
「
違
反
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
違
反
者
」
を
「

違
反
者
等
」
に
改
め
、
「
家
族
」
の
下
に
「
又
は
同
居
人
（
以
下
「
家
族
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え

、
同
条
第
二
項
中
「
違
反
者
」
を
「
再
違
反
者
」
に
、
「
家
族
」
を
「
家
族
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

知
事
は
、
違
反
者
等
に
対
し
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
受
診
し
、
指
導
若
し
く

は
治
療
を
受
け
、
又
は
飲
酒
行
動
是
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
若
し
く
は
啓
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
よ
う

求
め
る
際
に
、
同
居
す
る
家
族
等
に
対
し
て
も
、
そ
の
旨
を
通
知
し
、
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
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第
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

任
命
権
者
は
、
前
項
の
県
職
員
に
対
し
、
第
三
条
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
研
修
等
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
事
業
者
の
責
務
等
）

第
十
六
条　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
車
両
の
運
行
に
当
た
り
、
運
転
者
が
酒
気
を
帯
び

て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
等
、
従
業
員
が
業
務
上
飲
酒
運
転
を
行
う
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

事
業
者
は
、
従
業
員
に
対
し
、
飲
酒
運
転
の
撲
滅
に
関
す
る
研
修
、
指
導
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
飲
酒
運
転
撲
滅
の
た
め
の
取
組
に

協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

公
安
委
員
会
は
、
違
反
者
の
通
勤
先
又
は
通
学
先
が
判
明
し
た
と
き
は
、
当
該
勤
務
先
等
の
事
業

者
に
対
し
、
違
反
事
実
そ
の
他
本
条
例
の
施
行
上
必
要
な
事
実
を
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

前
項
の
通
知
を
受
け
た
事
業
者
は
、
そ
の
管
理
監
督
の
下
に
あ
る
事
業
所
等
か
ら
再
び
違
反
者
を

出
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
八
条
第
一
項
中
「
飲
食
店
営
業
者
」
の
下
に
「
及
び
飲
食
店
営
業
者
に
対
し
そ
の
店
舗
の
用
に

供
す
る
場
所
を
提
供
す
る
者
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
駐
車
場
を
設
置
す
る
飲
食
店
等
に
お
い
て

、
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
設
置
し
た
駐
車
場
に
つ
い
て
は
」
を
「
駐
車
場
を
設
置
し
て
い
る
場

合
は
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
イ
ベ
ン
ト
主
催
者
の
責
務
）

第
二
十
条
の
二　

多
数
の
者
が
参
加
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
参
加
者
に
よ
る
飲
酒
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
を

主
催
す
る
者
は
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
た
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

　

第
二
十
二
条
中
「
の
責
任
者
」
を
「
に
お
い
て
酒
類
販
売
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
に
改
め
、
「
掲

示
す
る
」
の
下
に
「
ほ
か
飲
酒
運
転
の
防
止
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
及
び
タ
ク
シ
ー
事
業
又
は
運
転
代
行
業
務
を
営
む
事
業
者
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
義
務
を
適
切
に
履
行
す
る
た
め
、
そ
の
従
業
員
等
に
対
し
て
、
飲
酒
運
転

の
通
報
訓
練
を
実
施
し
、
又
は
県
等
が
実
施
す
る
通
報
訓
練
に
従
業
員
を
参
加
さ
せ
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
十
四
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
違
反
者
」
を
「
違
反
者
等
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
第
八
条
の
二
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
に
定
め
る
過
料
は
、
一
の
命
令
違
反
ご
と
に
賦
課
す
る
も
の
と
し
、
重
ね
て
賦
課
す
る
こ

と
を
妨
げ
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
、
第
二
条
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
四
号
の

次
に
三
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
条
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
八
条
の
三
第
一
項

の
改
正
規
定
並
び
に
第
十
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
十
六
条
の
改
正

規
定
、
第
十
八
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
二
条
の
改

正
規
定
及
び
第
二
十
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
令
和
二
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る

。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
八
条
第
一
項

に
該
当
し
同
項
に
規
定
す
る
違
反
者
と
な
っ
た
者
は
、
改
正
後
の
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推

進
に
関
す
る
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
違
反
者
と
み
な
す
。

　
　


